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奈良県立病院地方独立行政法人評価委員会運営要領（案）

（趣旨）

第１条 この要領は、奈良県立地方独立行政法人評価委員会条例（平成１８年６月

奈良県条例第８号。以下「条例」という。）第８条の規定により、奈良県立病院

地方独立行政法人評価委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事

項を定めるものとする。

（会議の招集）

第２条 委員長は、条例第６条第１項の規定により委員会の会議を招集するときは、

あらかじめ、会議の日時、場所及び付議事項を委員に通知するものとする。

（会議の公開）

第３条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員長が公平かつ中立

な審議に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、委員会に諮って全部又は一

部を非公開とすることができる。

２ 会議の公開に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って、別に定める。

(議事録)

第４条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、原則として公開する。ただ

し、委員長が公開することにより公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれがあ

ると認めるときは、委員会に諮って非公開とすることができる。

（その他）

第５条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。

附 則

この要領は、平成２５年１０月２９日から施行する。

資料 ２
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奈良県立病院地方独立行政法人評価委員会の傍聴について（案）

１ 傍聴する場合の手続

（１）会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定時刻までに、会場受付で氏名及

び住所を記入し、事務局の指示に従って会議の会場に入室してください。

（２）傍聴の受付は、先着順で行い、満席になり次第、受付を終了します。

２ 会議の秩序の維持

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。

（２）委員長は、傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したと

きは注意し、なお、これに従わないときは、退場を命じる場合があります。

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は、会議を傍聴する際は、次の事項を遵守してください。

（１）会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、公然と意見を表明

しないこと。

（２）騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。

（３）飲食又は喫煙を行わないこと。

（４）写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、委員長が認めた場合は、

この限りではない。

（５）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。


